
○由布市重度心身障がい者医療費の支給に関する条例 

平成１８年３月２７日 

条例第２３号 

改正 平成２０年３月２１日条例第１５号 

由布市重度心身障害者医療費の支給に関する条例（平成１７年条例第１３４号）

の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、重度心身障がい者に対し、医療費の一部を支給することによ

り、福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「重度心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当

する者をいう。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定

により、身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則（昭

和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の１級又は２級に該当する障がいを有

する者 

（２） 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）第２

の規定により、療育手帳の交付を受けた者で、障がいの程度を「A」と判定され

た者、又はこれと同程度の障がいがあると判定された者 

（３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、同

法施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項の１級に該当する障がい

を有する者 

２ この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、現に

重度心身障がい者を監護しているものをいう。 

３ この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 



（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（３） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（６） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

（７） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

４ この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療

養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、高額介

護合算療養費、移送費及び家族移送費をいう。 

５ この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を

受ける者が負担すべき額をいう。 

（支給対象者） 

第３条 この条例に定める医療費の支給対象となる者（以下「支給対象者」という。）

は、医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者であり、かつ、由布市の区

域内に住所を有する重度心身障がい者とする。 

（支給） 

第４条 市長は、前条に定める支給対象者に係る保険給付につき支給対象者又はそ

の保護者が一部負担金を支払った場合において、当該支払額に対し医療費を支給

するものとする。 

２ 前項の規定により、支給の対象となる支払額は、当該医療費について法令の規

定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負

担による附加給付等がある場合は、これらの額を控除した額とする。 

（支給の制限） 

第５条 医療費は、支給対象者又はその配偶者若しくは民法（明治２９年法律第８

９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者で主として支給対象者の生計を維持

する者の前年の所得が、国民年金法の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３

４号）附則第３２条第９項の規定によりなおその効力を有するとされた旧国民年



金法（昭和３４年法律第１４１号）第７９条の２第５項において準用する第６６

条第１項、第２項及び第５項に定める額以上であるときは、支給しない。 

２ 支給対象者が受けた診療に関し負担すべき額が、同一の保険医療機関等（健康

保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定する保険医療機

関若しくは保険薬局又は同法第６４条に規定する保険医若しくは保険薬剤師をい

う。）について１月１，０００円に満たないときは支給しない。 

３ 第２条第１項第３号のうち精神科病院（医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第７条第２項第１号に規定する許可を受けた精神病床を有する病院をいう。）へ

の入院に要した経費は支給しない。 

（受給資格の認定） 

第６条 支給対象者又はその保護者は、第４条に定める支給を受けようとするとき

は、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。 

（受給者証の交付） 

第７条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者（以下「受給者」と

いう。）に対し、規則で定めるところにより受給者証を交付する。 

（支給の方法） 

第８条 第４条に定める医療費の支給は、規則で定めるところにより受給者の申請

に基づき行うものとする。 

２ 前項の支給申請は、支給対象者が保険給付を受けた翌月から起算して１年を経

過した日以後においてはすることができない。 

３ 第１項に定める申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る支給額

を決定し、申請者に支給するものとする。 

（未支給の医療費） 

第９条 受給者が死亡のため前条第１項に定める支給の申請をすることができない

ときは、当該世帯主又は遺族のうち市長が定める者が自己の名において申請する

ことができる。 

２ 受給者が、受給の申請をした後死亡し、医療費の支給ができないときは、当該



世帯主又は遺族のうち市長が定める者に支給するものとする。 

（支給金の返還） 

第１０条 市長は、偽りその他不正行為により、この条例による支給を受けた者が

あるときは、その者から当該支給をした金額の全部又は一部を返還させることが

できる。 

（受給権の譲渡の禁止） 

第１１条 この条例による支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供する

ことができない。 

（届出義務） 

第１２条 受給者は、規則で定める事項に該当するに至ったときは、速やかに市長

に届け出なければならない。 

２ 市長は、受給者が正当な理由がなく、前項の規定による届け出をしないときは、

医療費の支給を一部差しとめることができる。 

（規則への委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例施行について必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、由布市重度心身障害者医療費の支給に関す

る条例（平成１７年条例第１３４号）の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為と

みなす。 

附 則（平成２０年３月２１日条例第１５号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 



○由布市重度心身障がい者医療費の支給に関する条例施行規則 

平成２０年３月１０日 

規則第５号 

由布市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則（平成１７年規則第９

３号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、由布市重度心身障がい者医療費の支給に関する条例（平成１

７年条例第１３４号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（受給資格の申請） 

第２条 条例第６条の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、重度心

身障がい者医療費受給資格認定（更新）申請書（様式第１号。以下「認定（更新）

申請書」という。）に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。 

（１） 医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者であることを証する書

類 

（２） 条例第２条第１項に規定する障がいの程度を証する書類 

（３） その他必要と認められる書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の規定による認定（更新）申請書に添

えなければならない書類により証明すべき事実を、公簿その他身体障害者手帳等

によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができ

る。 

（受給資格の認定） 

第３条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、適否について審

査を行い、重度心身障がい者医療費受給資格認定（却下）通知書（様式第２号）

により、その旨通知するものとする。 

（受給者証の交付） 

第４条 前条の規定により、受給資格の認定を受けた者（以下「受給者」という。）



に対して、重度心身障がい者医療費受給者証（様式第３号。以下「受給者証」と

いう。）を交付するものとする。 

２ 市長は、受給者証を交付したときは、認定（更新）申請書を台帳として、保管

するものとする。 

（受給者証の有効期間及び更新） 

第５条 受給者証の有効期間は、毎年７月１日から翌年６月３０日までの、１年間

とする。 

２ 有効期間の中途で、受給者証の交付を受けた者の有効期間は、前項に規定する

期間の残存期間とする。 

３ 受給者証の更新は、毎年６月に認定（更新）申請書により、申請するものとす

る。 

４ 前項の申請手続きについては、第２条から第４条までの規定を、準用する。 

（再交付申請） 

第６条 受給者は、受給者証を汚損又は紛失したときは、重度心身障がい者医療費

受給者証再交付申請書（様式第４号）により、再交付を受けるものとする。 

（支給の申請） 

第７条 条例第８条第１項の規定による申請は、重度心身障がい者医療費支給申請

書（様式第５号）により行うものとし、原則として同一医療機関等につき１月１

回とする。 

（届出） 

第８条 条例第１２条の規定による届出義務の事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 由布市内に住所を有しなくなったとき。 

（２） 死亡したとき。 

（３） 条例第２条第１項に規定する要件に該当しなくなったとき。 

（４） 医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者でなくなったとき。 

（５） その他受給に係る必要事項に変動があったとき。 

２ 受給者は、前項各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、速やかに重度



心身障がい者医療費受給資格認定事項等異動届（様式第６号）により、当該事項

を証する書類を添え、市長に提出しなければならない。 

３ 前項の添付書類については、第２条第２項の規定を準用することができる。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成１８年７月１日から適用する。 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

 


